
鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業実施要領（平成２９年３月２３日付第２０１６００１８９２３２号鳥取県農林水産部長通知）新旧対照表 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
第１・２ 略 
 
第３ 事業の内容 
 １ 新規就業支援事業 
 （１）技術習得支援事業 
   林業労働者として必要な基礎的技能を習得させるため、継続的・段階的な実地研

修を行う。 
 ア 助成対象 
  次の要件を全て満たす林業事業体に対して助成対象とする。 
 （ア）～（ウ） 略 
（エ）内部講師には県及び公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団（以下「育成財団」

という。）等が実施する指導者育成研修（コーチング研修、フォレストリーダー
研修、フォレストマネージャー研修等）を受講したものであるとともに、事業主
は林業労働に関する調査に協力すること。 

 イ 略 
 
ウ 補助対象となる研修内容 
（ア）新規就業者 
ａ 森林施業を実施するために必要な機械・器具の使用等に係る技術・技能を習
得するための、現場における実技訓練及び講習を実施する。 

ｂ 研修の期間は、新規就業者１人当たり年間１００日以内とする。 
（イ）新規参入事業体における作業員 
ａ 森林施業を実施するために必要な機械・器具の使用等に係る技術・技能を習
得するための、現場における実技訓練及び講習を実施する。 

ｂ 研修の期間は、年間１００日以内とする。 
 
 （２）・（３） 略 
 
（４）雇用条件改善事業 

 林業労働者の社会保障を充実するため、林業退職金共済、社会保険（健康保険、介
護保険、厚生年金）、林業労働者共済年金、林業労働者年末一時金への加入を促進す
る。 
ア 林業退職金共済掛金助成事業 
 事業の対象者は、次の条件の全てを満たす者とする。 
（ア）林業事業体が雇用する林業労働者であって当該年度４月１日から３月３１日

までの年間就労日数等が２００日以上の者であること。 
（イ） 略 
 
イ 略 
 
ウ 林業労働者福祉向上推進事業 
 林業労働者に対し、育成財団が取り扱う、林業労働者共済年金（以下「共済年金」
という。）への加入を促進する。また、林業労働者に対し、林業労働者年末一時金を

第１・２ 略 
 
第３ 事業の内容 
 １ 新規就業支援事業 
 （１）技術習得支援事業 
   林業労働者として必要な基礎的技能を習得させるため、継続的・段階的な実地研

修を行う。 
 ア 助成対象 
  次の要件を全て満たす林業事業体に対して助成対象とする。 
 （ア）～（ウ） 略 
 （エ）外部講師は県及び公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団（以下「育成財団」

という。）等が実施する指導者育成研修（コーチング研修、フォレストリーダー
研修、フォレストマネージャー研修等）を受講したものであるとともに、事業主
は林業労働に関する調査に協力すること。 

 イ 略 
 
ウ 補助対象となる研修内容 
（ア）新規就業者 
ａ 森林施業を実施するために必要な機械・器具の使用等に係る技術・技能を習
得するための、現場における外部講師による実技訓練及び講習を実施する。 

ｂ 研修の期間は、新規就業者１人当たり年間１００日以内とする。 
（イ）新規参入事業体における作業員 
ａ 森林施業を実施するために必要な機械・器具の使用等に係る技術・技能を習
得するための、現場における外部講師による実技訓練及び講習を実施する。 

ｂ 研修の期間は、年間１００日以内とする。 
 
 （２）・（３） 略 
 
（４）雇用条件改善事業 

 林業労働者の社会保障を充実するため、林業退職金共済、社会保険（健康保険、介
護保険、厚生年金）、林業労働者共済年金、林業労働者年末一時金への加入を促進す
る。 
ア 林業退職金共済掛金助成事業 
 事業の対象者は、次の条件の全てを満たす者とする。 
（ア）林業事業体が雇用する林業労働者であって当該年度４月１日から３月３１日

までの年間就労日数等が２５０日以上の者であること。 
（イ） 略 
 
イ 略 
 
ウ 林業労働者福祉向上推進事業 
 林業労働者に対し、育成財団が取り扱う、林業労働者共済年金（以下「共済年金」
という。）への加入を促進する。また、林業労働者に対し、林業労働者年末一時金を



附則 

１ この要綱は、令和４年 月  日から施行し、令和４年度事業から適用する。 

支給する。 
（ア）対象労働者 

 林業事業体が雇用する林業労働者 
 

（イ）～（エ） 略 
 
２ 略 
 
第４～第６ 略 
 
様式第１号～第６―２号 略 

支給する。 
（ア）対象労働者 

 林業事業体が雇用する林業労働者であり、雇用開始日から５年以内の者である
こと。 

（イ）～（エ） 略 
 
２ 略 
 
第４～第６ 略 
 

様式第１号～第６―２号 略 


